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事業報告
１．企業集団の現況に関する事項

⑴　主要な事業内容（2021年3月31日現在）

＜メディア＆ソリューション事業＞
　求人メディアとしての求人サイトの広告販売と、人材派遣及び請負会社等の
人材ビジネス企業を対象とした適性診断ツール等の、ソリューション商品の販
売という２つの商品群を有しております。
　メディア事業の主力サービスである「工場WORKS」は製造業に特化した求
人情報を掲載するサイトで、業種や製造業特有の職種にきめ細かく対応した検
索軸を用意しております。当該サイトは、人材ビジネス企業を主要な顧客とし、
サイトで求人情報を得た求職者が顧客へ就業するための情報を提供します。求
職者に対しては、求人メディアとしての訴求力を高め、求人企業に対しては、
就業意欲が高い求職者が登録・就業するため、採用活動の効率化につながると
いう利点から求職者及び求人企業の双方に役立っていると認識しております。
　また、「工場WORKS」に限らず、当社の運営するその他のサイトは、求人
職種・領域に特化しております。求人メディアの収入は主に月単位の広告掲載
料が主であり、掲載する求人情報の質・量に従い、求人枠の大きさ及び数によ
り価格の設定を行っております。

　当社が主に運営するサイトの特徴は以下のとおりです。

サイト名 業種又は職種 特色

工場
WORKS 製造業界

・自動車業界、機械業界を中心に幅広く、製造業界におい
て工場に勤務する求人情報を掲載

・業界に特化しているため、詳細な条件設定が可能
・正社員、派遣社員及びアルバイト等の全ての雇用形態に

対応

　ソリューション事業としては、求人サイトの広告販売先である求人企業を対
象にした、診断ツール（適性検査PCスキル診断等）の販売などをメインにサー
ビス提供を行っております。
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＜人材紹介事業＞
　職業安定法に基づく有料職業紹介事業を展開しております。産業用ロボット
産業、再生可能エネルギー産業、機能性素材産業、アナリティクス産業、ヘル
スケア産業など業界トレンドに合わせて担当組織を編成するだけでなく、経
理・財務、総務・人事等の「管理部門職種」ごとに担当組織を編成し、求人企
業の中核を担う「ミドルマネジメント」から「エグゼクティブ」ならびに即戦
力で活躍が可能な業界専門職という高付加価値人材を正社員として紹介してお
ります。
　当事業は、求人企業に対して、コンサルタントを通じて求職者を紹介し、そ
の求職者の就業開始をもって手数料を求人企業から受領しております。
　また、当事業の具体的運営は、次のようになっております。各種業界を専門
とするコンサルタントが、求人企業より求人条件の詳細をヒアリングし、その
求人条件に合致する求職者をマッチングしております。求職者の集客には、当
社のWebマーケティングや口コミによる集客の他に求人ポータルサイトを運
営する他社データベースを活用しております。集客した求職者には、コンサル
タントが面談を実施し、本人のキャリア志向や経験をヒアリングした上で、マ
ッチングする求人情報を紹介します。求職者が希望する求人企業には、履歴書、
職務経歴書等の情報を送付し、採用面接に進めていきます。また、スムーズに
採用が決まらなかった求職者には、面談後も求職者の希望に応じた求人情報を
継続して紹介していきます。求人企業が採用決定し、求職者が入社するまでコ
ンサルタントが定期的にフォローを実施するほか、入社後の求職者の企業定着
を目的として、一定期間のアフターフォローを実施しております。

＜採用支援事業＞
　企業の新卒採用や中途採用、アルバイト採用等の採用活動に関する業務を求
人企業ニーズに合わせて、包括的にあるいは部分的に請負う企業人事アウトソ
ーシング事業を展開しております。具体的な業務としては、自社メディアや求
人ポータルサイトを利用した採用母集団形成のためのプロモーション業務や会
社説明会の企画・運営、選考業務、内定者フォロー等を企業人事に代わり行っ
ております。
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　また、当事業は請負った役務提供を行い、その役務提供の対価を企業より頂
いております。
　上記の採用活動の代行は、一度受注したらその企業の採用活動に深く入り込
むことができるため、繰り返し契約される傾向が強く、顧客の採用計画が活況
な場合は、継続的に取引できる点に特徴があります。
　なお、採用支援事業におきましては、HR-Technologyサービスの有効活用
により、量（作業）と並行して質（提案や成果）の向上を図る事業構造改革を
推し進めております。

⑵　主要な営業所（2021年3月31日現在）
①当社

本社 東京都港区西新橋一丁目6番21号

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目45番14号

大阪オフィス 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

②子会社

日本データビジョン
株式会社

本社（東京都港区）

大阪支店（大阪府大阪市中央区）

⑶　主要な借入先の状況（2021年3月31日現在）
　　　該当事項はありません。
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２．会社の新株予約権等に関する事項
①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし
て交付された新株予約権の状況
　該当事項はありません。

②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約
権の状況
　該当事項はありません。

③その他新株予約権の状況等
　該当事項はありません。
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３．会計監査人に関する事項
①会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

②当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,400千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 24,400千円

（注）　当社と会計監査人との間において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

③会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
　当社、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に
関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移なら
びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、検討した結果、会計監査人
の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑤会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当
すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計
監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任
の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行
の状況、監査の品質等を総合的に勘案して監査役会は会計監査人の再任も
しくは不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、
当該議案を株主総会に提案いたします。
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⑥当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計
算書類監査の状況
　該当事項はありません。

⑦責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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４．業務の適正を確保するための体制
　当社グループは、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法
令等の順守ならびに資産の保全を目的として、以下のとおり「内部統制シス
テム」の整備に関する基本方針を定めております。当社及び当社の子会社は、
この基本方針に基づく内部統制システムの整備状況を常に評価し、必要な改
善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応し
て見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備に努めます。

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

①　法令順守の観点から、これに反する行為等を早期に発見是正するための
内部通報制度として、「コンプライアンス相談ガイドライン 細則」によ
り、従業員はコンプライアンス上、疑義ある行為を認識した場合には通
報窓口へ通報する。また、取締役及び監査役は当該通報者を保護する体
制を構築し監査する。

②　内部監査室を社長直轄とし内部統制に係るコンプライアンスの状況の監
視に努める。定期的な内部監査の結果については、適宜監査役と情報交
換を行い、内部監査報告書を代表取締役社長へ提出する。

③　当社の従業員を対象にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアン
スの徹底を図る。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　取締役の職務の執行に係る情報は、文書（電磁的方法により記録したも

のを含む。）の保存期間、管理の方法その他について、社内規程等に基
づき、基幹システム、または文書により適切に保存及び管理を行う。

②　取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧することができ、
当社の子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　損失の危険（以下「リスク」という。）の管理については、「危機管理

規程」に基づき、効果的かつ総合的に管理するとともに、内容に応じて
弁護士、公認会計士等の外部の専門家の助言を受け、適切に管理する。
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②　コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議する
とともに、当社及び当社の子会社にまたがるリスク管理の具体的施策の
実施活動を推進する。

③　日々の業務遂行に係るリスクについては、各部門責任者が一括してこれ
を予測して計測するとともに、予防に努める。各事業部門に係るリスク
についてはリスクマネジメント委員会を通じて取締役会に報告され、迅
速かつ適切な措置を講じる。

④　経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な
事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要な
ものについては取締役会に付議する。

⑤　当社及び当社の子会社のリスク管理体制及びリスク管理の実施状況につ
いては、内部監査室が監査を行う。

⑥　有事においては、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し、顧
問弁護士等の専門家と連携し、迅速な対応により、損害の拡大を防止し
これを最小限に留める体制を構築する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社は定時取締役会を毎月１回開催し、必要に応じ臨時取締役会を随時

開催する。これにより機動的に重要事項を審議し、意思決定を行う。

②　取締役会は、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、業務の適
正を確保しなければならない。

③　取締役会は、経営計画を策定し、これらに沿った具体的な施策を立案・
推進し、目標達成状況と阻害要因を把握し、定期的に検証する。

④　取締役会は、会社及び各事業部門の業務の進捗状況を監督するとともに
より効率的な業務推進体制を構築する。
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５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制

①　当社及び子会社の取締役は、法令及び社内規程に従い、財務諸表等の作
成を行うとともに、会計監査人の監査業務遂行に協力する。また、財務
報告に係る内部統制についても法令等に基づき、評価、維持、改善等を
行う。

②　子会社に対して、取締役または監査役を派遣し、当社の経営方針を共有
し意思決定が効率かつ迅速に行われる事を確保する。

③　子会社に対して「関係会社管理規程」に基づき子会社の重要な事業運営
に関する事項については、当社において経営会議での審議、取締役会へ
の付議等を行う。

④　内部監査室は、子会社の業務執行及び法令・定款の順守状況やリスク管
理状況の確認等を目的として監査を実施する。

⑤　監査役は、業務監査を通じて子会社における業務の適正の確保を図る。

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当
該従業員に関する事項

①　監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき従業員が要請された場
合は、取締役は、監査役の職務を補助すべき従業員として適切な人材を
配置しなければならない。

②　監査役の職務を補助すべき従業員につき、人事評価・人事異動・懲戒処
分に処する場合には、人事担当責任者は事前に監査役会に報告するとと
もに、必要がある場合には、監査役会の承認を得る。

７．６．の当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関
する事項

①　監査役の職務を補助する従業員が、その業務の遂行にあたっては、監査
役の指示にのみ従う。
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②　当該従業員が他の部署の従業員と兼務する場合は、監査役会に係る業務
を優先して従事するものとする。

８．取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に
関する体制

①　取締役及び従業員は、法令に定める事項や全社的に重大な影響を及ぼす
事項に加え、監査役の求めに応じて、内部監査の実施状況、個人情報の
保護管理状況及びその内容等を速やかに報告しなければならない。

②　監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、重要情報を受けて、業
務執行状況を把握する。

③　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱い
を受けることがないように規程等を整備する。また、内部通報制度を通
じて通報をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることがない
ように規程し運用を行う。

④　子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項につ
いて報告を求められた時は速やかに適切な報告を行う。

⑤　当社に設置されている通報窓口の存在及び利用方法等を子会社に対して
周知する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　取締役は、監査役の職務の執行にあたり、監査役が必要と認めた場合に

弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図る環境を提供する。

②　監査役がその職務について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をし
たときは当該の監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速
やかに処理する。
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５．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループの内部統制システムにつきましては、「会社法の一部を改正
する法律」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の施行後におい
て、見直しを実施しております。また、その運用については、不断の見直し
によって改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとして
おります。当事業年度において、基本方針に基づき、具体的な取り組みの概
要については以下のとおりであります。

①職務執行状況の監査について
　定時の取締役会を毎月1回行い、取締役の職務執行の適法性を確保しつ
つ、取締役の適正性及び効率性を高めるため、社外取締役ならびに社外監
査役全員が出席し重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。

　監査役3名は、監査役会で策定された監査方針ならびに監査計画に基づ
き、取締役会等の重要な会議に出席しており、取締役の職務執行を監査し
ております。また常勤監査役は、定期的に代表取締役との間で意見交換を
行っており、取締役の執行状況をはじめとした各事業部門の監査を、内部
監査室との連携を行い取締役及び従業員からの事情聴取、書類の閲覧、実
地調査等により行っております。

　監査役、会計監査人及び内部監査室は監査における状況または課題につ
いて定期的に意見交換を行っております。

②コンプライアンスについて
　当社は、社内業務システムにおいて、「コンプライアンス規程」ならび
に「コンプライアンス相談ガイドライン 細則」について、入社時研修なら
びに社内研修の場を用いて掲載・告知を行うとともに取締役及び従業員に
対して周知を行い、法令順守意識の定着に努めております。なお、当社で
は反社会的勢力排除に向けた方針を「コンプライアンス規程」内に規定し
ております。

③リスク管理について
　各事業部門からヒアリングした情報以外に、コンプライアンス委員会に
より集約・分析を行い、提言し、当該リスクの未然防止対策と適時把握に
よる拡大の防止策等の対応を審議しております。
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④子会社の経営管理について
　「関係会社管理規程」に基づき、子会社が重要事項を決定する場合に、
当社の経営会議において事前に報告ならびに承認を行っております。また、
同規程に基づき、財務状況及びその他の状況について、毎月報告を受け取
締役会において共有を行っております。
　内部監査室は、内部監査基本計画に基づき、子会社の内部監査を実施し
ております。
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６．会社の支配に関する基本方針
　当社グループでは、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り
方に関する「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めてお
りません。
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連結計算書類
連結株主資本等変動計算書

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当期首残高 172,198 595,825 1,757,836 △5,423 2,520,437
当期変動額

剰余金の配当 － － △291,592 － △291,592
親会社株主に帰属す
る当期純損失(△) － － △334,115 － △334,115

自己株式の取得 － － － △0 △0
自己株式の処分 － 22,338 － 5,423 27,762
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 － 22,338 △625,708 5,423 △597,946
当期末残高 172,198 618,164 1,132,128 △0 1,922,490

純 資 産 合 計

当期首残高 2,520,437
当期変動額

剰余金の配当 △291,592
親会社株主に帰属す
る当期純損失(△) △334,115

自己株式の取得 △0
自己株式の処分 27,762
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当期変動額合計 △597,946
当期末残高 1,922,490

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
　すべての子会社を連結しております。

・連結子会社の数　　　　１社
・連結子会社の名称　　　日本データビジョン株式会社

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　主として定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　６年～15年
工具、器具及び備品　５年～15年

ロ．無形固定資産　　　　定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用分）

３年～５年（社内における利用可能期間）
②　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

ロ．解約調整引当金　　　解約による損失に備えるため、既に計上した売上高のう
ち、個別に解約が見込まれる分は個別の解約による払戻
予想見積額を計上し、その他は解約の実績率により解約
による払戻予想見積額を計上しております。

③　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る負債の計上基準

　当社は、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度の退職給付
に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。
　また、連結子会社は、退職一時金制度を採用しており、退職給付に係る負債及
び退職給付費用の計算に退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する簡便法を適用しております。

ロ．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

－ 15 －

連結注記表



２．表示方法の変更
　（投資その他の資産の保険積立金の表示方法の変更）

投資その他の資産の保険積立金は、従来、連結貸借対照表上、保険積立金として独
立掲記（前連結会計年度100,003千円）しておりましたが、重要性が乏しくなったた
め、当連結会計年度より、保険積立金（当連結会計年度2千円）を投資その他の資産
のその他へ含めて表示しております。

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３

月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類
に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
(1)　繰延税金資産等の回収可能性について

①　当連結会計年度の計算書類に計上した金額
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上し
た項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能
性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 48,365千円
繰延税金負債 439千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識においては、当社グループの将来業績が概ね事業計画に基
づき推移していくと仮定しており、当該仮定に基づく課税所得の発生時期及び金
額により見積っております。当該見積りは、見積りに用いた事業計画の策定時に
当社グループが入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基
づいており、将来の不確実な諸条件の変動などによる影響を受ける可能性があ
り、実際に発生した課税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連
結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える
可能性があります。

(2)　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上し
た項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能
性があるものは、次のとおりです。
建物 42,459千円
工具、器具及び備品 3,094千円
ソフトウェア 405,889千円
繰延税金資産 48,365千円
繰延税金負債 439千円
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②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　新型コロナウイルス感染症の経済への影響については、ワクチン開発や米国の
追加経済対策への期待感による世界経済の好転に連動して輸出・生産が回復傾向
へ転じ、自動車に続き鉄鋼、非鉄金属、電気機械等の分野でも改善基調となり、
製造業では６四半期ぶりに景況感（業況判断指数：DI）がプラス圏の水準へ回復
しております。しかしながら、変異種を含む感染の再拡大は尚も顕在化しており、
引き続き経済の下振れリスクが大きい、先行きの極めて不透明な状況で推移いた
しました。
　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症が早期に撲滅されるとは想定し
ておらず、経済は新型コロナウイルス感染症への対応を図りながらも現在の傾向
を引き続き維持し、緩やかに好転及び回復していくと仮定しております。これに
伴い当社グループ事業に影響を及ぼす製造業や労働市場も相応の回復をしていく
との仮定のもとで、繰延税金資産の回収可能性の判断や固定資産の減損損失の認
識の判定等において、会計上の見積りを会計処理に反映しております。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は不確定要素が多く、翌連結
会計年度のグループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 72,452千円

５．連結損益計算書に関する注記
　(1)固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具・器具及び備品 195千円
ソフトウェア 57,887千円
　　　計 58,082千円

　(2)減損損失の内容は次のとおりであります。
　　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失
　を計上しております。

用途 種類 場所 金額

メディア＆ソリュ
ーション事業 ソフトウェア 東京都港区 2,180千円

採用支援事業 建物、工具器具及び備品、ソフト
ウェア、その他の無形固定資産 東京都港区 11,286千円

　　当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を
　考慮し資産のグルーピングを行っております。
　　上記のメディア＆ソリューション事業の資産について使用予定期間の変更により、
　投資額の回収が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額
　し、当該減少額を減損損失として特別損失に2,180千円計上しております。その内訳
　は、ソフトウェア2,180千円であります。
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　　なお、回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、使用価値については零
として算定しております。

　　また、上記の採用支援事業の資産について収益性の低下により、投資額の回収が見
込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に11,286千円計上しております。その内訳は建物685千円、
工具、器具及び備品370千円、ソフトウェア9,858千円、その他の無形固定資産371千
円であります。

　　なお、回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、使用価値については零
として算定しております。

　(3)事業構造改善費用の内容は次のとおりであります。
　　採用支援事業において、ライセンス契約にて利用していた採用支援事業に関わるソ
　フトウェアについて、収益性が見込めなくなったことにより当連結会計年度末を以て
　利用を停止した事に伴うものであります。

流動資産のその他（システム利用に関するライセンス費用） 19,440千円
　　　計 19,440千円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式（株） 9,800,000 － － 9,800,000

⑵　当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式（株） 80,238 1,501 80,238 1,501

（変動事項の概要）
　自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
　　単元未満株式の買取請求に伴う自己株式の取得　　　　　　　　　　1株
　　譲渡制限付株式報酬の失効に伴う自己株式の無償取得　　　　　1,500株
　自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。
　　譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分　　　　　　　　 80,238株
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⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効 力

発 生 日

2 0 2 0 年 5 月 2 2 日
取 締 役 会 普 通 株 式 291,592 30.00 2020年３月31日 2020年６月１0日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度になるもの

決 議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効 力

発 生 日

2 0 2 1 年 ５ 月 1 4 日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 146,977 15.00 2021年３月31日 2021年６月９日

７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達
については銀行借入による方針であり、投機的な取引は行いません。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日です。
　営業債務は、流動性リスクに晒されています。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（顧客の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び
残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握し、適切に不良債権の発
生軽減に努めております。

ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の
管理

　各部署からの報告に基づき、財務経理部が適切に資金繰計画を作成・更新する
とともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。
　当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。

－ 19 －

連結注記表



⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

⑴ 現 金 及 び 預 金 1,121,363 1,121,363 －

⑵ 売 掛 金 274,040

貸 倒 引 当 金 (※ 1 ) △5,007

269,032 269,032 －

資 産 計 1,390,396 1,390,396 －

⑴ 買 掛 金 85,888 85,888 －

⑵ 未 払 金 61,103 61,103 －

負 債 計 146,992 146,992 －
(※1)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
資　産
⑴　現金及び預金、ならびに⑵　売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっています。
負　債
⑴　買掛金、⑵　未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっています。

２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現 金 及 び 預 金 1,121,363 － － －

売 掛 金 274,040 － － －

合 計 1,395,404 － － －

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 196円20銭
⑵　１株当たり当期純損失（△） △34円21銭
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９．重要な後発事象に関する注記
当社は、2021年５月14日付開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に
基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)自己株式の取得を行う理由
　資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にす
るとともに、１株当たりの株主価値を高め、株主様への利益還元を充実させるために、
自己株式の取得を行います。
(2)取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類
当社普通株式

②取得する株式の総数
300,000株（上限）

③取得価額の総額
100百万円（上限）

④取得する期間
2021年５月17日～2022年３月31日

⑤取得方法
東京証券取引所における市場買付（証券会社による取引一任方式）
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計算書類
株主資本等変動計算書

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 172,198 145,569 431,130 588,013 7,500 7,000 1,619,942 1,634,442 △5,423 2,389,230

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － － △291,592 △291,592 － △291,592

当期純損失(△) － － － － － － △154,938 △154,938 － △154,938

自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － 22,338 22,338 － － － － 5,423 27,762

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － 22,338 22,338 － － △446,531 △446,531 5,423 △418,766

当期末残高 172,198 145,569 464,783 610,352 7,500 7,000 1,173,411 1,187,911 △0 1,970,461

純 資 産 合 計

当期首残高 2,389,230

当期変動額

剰余金の配当 △291,592

当期純損失(△) △154,938

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 27,762

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) －

当期変動額合計 △418,766

当期末残高 1,970,461

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
　子会社株式　　　　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　６年～15年
工具、器具及び備品　５年～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用分）

３年～５年（社内における利用可能期間）
⑶　引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

②　解約調整引当金　　　　　　　解約による損失に備えるため、既に計上した売上
高のうち、個別に解約が見込まれる分は個別の解
約による払戻予想見積額を計上し、その他は解約
の実績率により解約による払戻予想見積額を計上
しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更
　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31
日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見
積りに関する注記を記載しております。
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３．重要な会計上の見積りに関する注記
(1)　繰延税金資産等の回収可能性について

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。
繰延税金資産 48,365千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識においては、当社の将来業績が概ね事業計画に基づき推移
していくと仮定しており、当該仮定に基づく課税所得の発生時期及び金額により
見積っております。当該見積りは、見積りに用いた事業計画の策定時に当社が入
手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、将来の
不確実な諸条件の変動などによる影響を受ける可能性があり、実際に発生した課
税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類にお
いて、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(2)　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。
建物 42,459千円
工具、器具及び備品 3,094千円
ソフトウェア 405,889千円
繰延税金資産 48,365千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　新型コロナウイルス感染症の経済への影響については、ワクチン開発や米国の
追加経済対策への期待感による世界経済の好転に連動して輸出・生産が回復傾向
へ転じ、自動車に続き鉄鋼、非鉄金属、電気機械等の分野でも改善基調となり、
製造業では６四半期ぶりに景況感（業況判断指数：DI）がプラス圏の水準へ回
復しております。しかしながら、変異種を含む感染の再拡大は尚も顕在化してお
り、引き続き経済の下振れリスクが大きい、先行きの極めて不透明な状況で推移
いたしました。
　当社では、新型コロナウイルス感染症が早期に撲滅されるとは想定しておら
ず、経済は新型コロナウイルス感染症への対応を図りながらも現在の傾向を引き
続き維持し、緩やかに好転及び回復していくと仮定しております。これに伴い当
社事業に影響を及ぼす製造業や労働市場も相応の回復をしていくとの仮定のも
とで、繰延税金資産の回収可能性の判断や固定資産の減損損失の認識の判定等に
おいて、会計上の見積りを会計処理に反映しております。
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　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は不確定要素が多く、翌事業
年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 54,312千円
⑵　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 13,671千円
②　短期金銭債務 1,717千円

５．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

営業取引による取引高
仕入高等 21,136千円

営業取引以外の取引高 ―

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 1,501株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業所税 858千円
未払給与 3,472千円
譲渡制限付株式報酬等 1,659千円
解約調整引当金 1,046千円
減価償却超過額 1,317千円
一括償却資産超過額 162千円
貸倒引当金繰入超過額 1,533千円
資産除去債務 4,065千円
繰越欠損金 58,504千円
その他 1,250千円

繰延税金資産小計 73,871千円
評価性引当額 △25,489千円

繰延税金資産合計 48,381千円
繰延税金負債

未収還付事業税 △16千円
繰延税金負債合計 △16千円
繰延税金資産（負債）の純額 48,365千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
(1)会社等

子会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等 の 所
有
（被所有）割合

関連当事者との関係 取 引 内 容 取 引 金 額
（千円） 科 目 期 末 残 高

（千円）

子 会 社 日本データビジ
ョ ン 株 式 会 社

所有
直接 100.0％

役員の兼任
各種業務委託
管理業務受託

各 種 業 務 委
託(注1、2) 95 未 払 金 1,717

管 理 業 務 受
託(注1、2) 109,352

未 収 入 金 12,988

立 替 金 682

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高に

は消費税等を含めております。
２．取引条件の決定については、市場価格を参考に取引価格を決定しております。

(2)役員

種類
会社等の名称

又は氏名
所在

地

資本金又は
出資金(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所

有(被所有)割

合(％)

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額(千

円)

科

目

期末残高

(千円)

役員 松本 和之 ― ― 代表取締役
(被所有)直

接0.0％
譲渡制限付
株式の付与

譲渡制限付
株式の付与

13,057 ― ―

役員 堀川 聡輔 ― ― 取締役
(被所有)直

接0.0％
譲渡制限付
株式の付与

譲渡制限付
株式の付与

3,460 ― ―

（注）１．取締役堀川聡輔は2021年４月16日付にて辞任いたしました。また、同日付の
当社取締役会にて、在任期間中の貢献を斟酌し、譲渡制限の解除を決議してお
ります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等：2019年６月27日開催の第29回定時株主
総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」に基づき、
当社の2020年７月17日付取締役会決議により割り当てられた譲渡制限付株式
になります。なお、取引金額については、当社取締役会決議日の前営業日の東
京証券取引所における当社普通株式の終値より算定しております。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 201円10銭
⑵　１株当たり当期純損失（△） △15円87銭
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１０．重要な後発事象に関する注記
　当社は、2021年５月14日付開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に
基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。

自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)自己株式の取得を行う理由
　資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にする
とともに、１株当たりの株主価値を高め、株主様への利益還元を充実させるために、自
己株式の取得を行います。

(2)取得に係る事項の内容
①取得する株式の種類
　当社普通株式
②取得する株式の総数
　300,000株（上限）
③取得価額の総額
　100百万円（上限）
④取得する期間
　2021年５月17日～2022年３月31日
⑤取得方法
　東京証券取引所における市場買付（証券会社による取引一任方式）
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